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○食料の需給をめぐる国際情勢にかつてない変化が起こっているなか、今後とも食料の安定
供給を確保していくためには、国内の農業生産の増大を図ることが必要。

○我が国は、国民１人当たりの農地面積は欧米諸国や豪州と比べ非常に小さく、水稲作に適
している一方、水はけの良い土壌を好む麦、大豆等の生産は欧米に比べ技術的に困難。こ
ういった条件のもと、我が国では稲作を中心とした労働集約的で多様な農業を展開。

○欧米諸国においても所要の予算を投じて農業の保護・育成が図られているが、我が国では
国家予算の2.6％（2005年度）を占める農業予算を有効に活用することで、食料供給力を向
上させていくことが必要。

○食料自給力の確保に向けて、国産農産物の積極的な活用、農業の将来を担う経営の育成、
食料生産基盤である農地・農業用水の確保、農業の潜在能力の発揮といった様々な取組を
展開。

１　国内農業の食料供給力（食料自給力）の確保に向けた取組

各国の農地面積及び農業関係予算の比較（2005年）
日本 米国  EU（25） ドイツ フランス 英国 豪州

農地面積（万ha） 469 17,718 10,988 1,210 1,964 578 4,974 
国土面積に占める割合 12.4％ 18.4％ 27.6％ 33.9％ 35.6％ 23.7％ 6.4％ 

人口（百万人） 127.8 296.4 460.7 82.5 61.0 60.2 20.4 
人口１人当たり農地面積（ａ） 3.7 59.8 23.9 14.7 32.2 9.6 243.8 
農業予算額（億円） 22,559 33,066 66,205 16,744 20,340 8,538 1,439 
国家予算対比 2.6％ 1.2％ 44.9％ 4.6％ 4.9％ 1.2％ 0.8％ 

農家１戸当たり農業予算（万円） 79 158 68 429 359 298 111 
農地１ha当たり農業予算（万円） 48.1 1.9 6.0 13.8 10.4 14.8 0.3 
資料：FAO「FAOSTAT」、国連「Demographic Yearbook 2005」、国連資料、各国予算書等を基に農林水産省で作成
　注：１）農地面積は、耕地及び永年作物地の計であり、放牧・採草地を含まない
　　　２）EU（25）の農業予算は欧州委員会等のEU諸機関が執行する予算であり､ 加盟国政府が執行する予算とは別

我が国の国内農業の食料供給力（食料自給力）の確保に向けた取組

①米を中心とした食生活の実践
②米利用の新たな可能性の追求
　（米粉用米、
　飼料用米等）

③飼料自給率の向上
④農商工連携の強化、加工・業務用需要向けの
　国産農産物シェアの回復
⑤我が国農林水産物・食品の輸出促進

モノ：国産農産物を積極的に活用しますモノ：国産農産物を積極的に活用します

米粉のパン 米粉のケーキ

①水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進
②多様な農業経営の発展の促進
③農内外からの若者の就農促進や企業の新規参入の促進

ヒト：農業の将来を担う経営を育てますヒト：農業の将来を担う経営を育てます

・働きなが
ら学べる
就農準備
校での週
末研修

・若者を対
象とした
農業法人
でのOJT

○農地政策改革
　①優良農地の確保
　②農地の面的集積の促進
　③耕作放棄地の解消

土地：食料生産基盤である農地・農業用水を確保します土地：食料生産基盤である農地・農業用水を確保します

【面的集積前】 【面的集積後】

①イノベーションを先導する技術開発の加速化
②知的財産の戦略的な
　創造・保護・活用

技術：農業の潜在能力を発揮させます技術：農業の潜在能力を発揮させます

労働時間を3割削減

食料自給率目標45％の達成と
不測時における

安定供給体制の確立

資料：農林水産省作成

飯米ゾーン飯米ゾーン

担い手ゾーン担い手ゾーン

不耕起直播栽培技術
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○雇用情勢が急速に悪化するなか、地域の基幹産業であり、潜在的な雇用吸収力が期待でき
る農業分野において、「農の雇用事業」や「田舎で働き隊！」事業１をはじめ雇用の創出を
図る取組が進展。

○意欲と能力のある多様な人材に農業を職業として選択してもらえるよう、農業への関心を高
めることが重要。就農希望者に対し、情報提供・相談から定着まで各段階できめ細かい支援
を実施。非農家でも農業に興味をもち、就農して成功している事例もみられる。

2　農村における雇用創出への取組

新規就農者が担い手になるまでのキャリアパスの例

【32歳男性】の場合
（茨城県河内町生まれ）
【32歳男性】の場合
（茨城県河内町生まれ）

【28歳男性】の場合
（千葉県千葉市生まれ）
【28歳男性】の場合
（千葉県千葉市生まれ）

【33歳男性】の場合
（神奈川県横浜市生まれ）
【33歳男性】の場合

（神奈川県横浜市生まれ）
ち ば しか わ ち  まち よこ はま し

資料：全国農業会議所全国新規就農相談センター調べ
　注：【　】内の年齢は2007年時点のもの

22歳　農学系の大学を卒業後、会社員
を経て、群馬県や長野県の農業
法人等で５年間研修
経営ノウハウ、技術等を学ぶ一
方、研修中に農地の紹介を受ける

27歳　農業法人から独立し、長野県
佐久市で経営を開始（野菜栽
培）
すべての作物で有機JAS認証
を取得
研修生を２人独立させるなど、
人材育成にも積極的に取り組む

33歳　2007年は175ａの耕地でズッ
キーニをはじめとする野菜を栽培
労働力は本人と雇用４人（収穫
期）、粗収入は1千万円

20歳　情報科学専門学校を卒業
後、半導体プログラミングの会
社に就職

23歳　不況で仕事量が減り転職を考える
新・農業人フェアで北海道平
取町に、就農希望者の支援体
制があることを知り、同町での
就農を決意

24～ 25歳　北海道平取町内の農家
で研修を開始

しくさ

24歳　大学で環境保全を専攻し、卒
業後、大手外食企業に就職

27歳　以前から興味のあった農業へ
の思いが強まり会社を退職
全国新規就農相談センターで
勧められた日本農業実践学園で
１年間農業の基礎を学ぶ
農業をやっていく決心ができる

28歳　学園卒業後、就農相談会（新・
農業人フェア）を通じて茨城
県東海村の農業法人に就職

28歳　さつまいもやトマト等の生産や
加工商品の開発を担当
働きながら技術や農業経営のノ
ウハウを学んでいる

２6歳　研修を終え、平取町で就農
（花き栽培）

32歳  2006年はハウス31ａで花きを
栽培
労働力は本人と妻、粗収入は
1,450万円

とう    かい  むら

びら

とり ちょう

農村における雇用の創出を図る取組

○　雇用相談窓口の設置
　　 　農林水産省（本省、地方農政局、農政事務所）に「農山漁村雇用相談窓口」を設置。農林漁業各分野
の新規就業センター等との密接な連携の下に、新規就業を促進するとともに、雇用情報についても関
係機関の協力を得て収集し的確に提供。

○　就業相談会の開催や長期的研修への支援等の実施
　・「農の雇用事業」
　　 　農業法人等が就農希望者に対して技術・経営ノウハウを身に付けさせるために実施する実践的な研
修を支援。

　・「田舎で働き隊！」事業
　　 　NPO法人や大学、企業等の仲介により、農村での活動や定住に関心をもつ都市部の人材と、人材を
求める農村を結び付け、農村の活性化にかかる実践研修を支援。

○　新たなビジネスの創出等による雇用創出
　　 　農商工連携や都市と農山漁村の共生・対流、国産農産物の利用等新たな取組を推進し、農山漁村に
おける雇用の創出を図る。

○　基盤整備の推進等による雇用機会の確保

1　正式名称は「農村活性化人材育成派遣支援モデル事業」


